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千葉県浦安市猫実一丁目１
ホウム  タロウ

法務 太郎

東京都狛江市和泉本町一丁目１ 〇
タロウ

太郎 東京都狛江市和泉本町１丁目１番５号
サクラ
桜

✓

イチロウ

一朗 千葉県浦安市猫実１丁目１番１号

法務 太郎 法務 桜
昭和６２ ５ １３ 昭和６３ １１ ９

090 1234-5678

筆頭者及び配偶者が届出人です。
それぞれが署名します。（押印は任意）

記載例）浦安市から狛江市へ本籍を移す場合

＊Ａ４用紙で提出してください

夫婦の一方が死亡によってすでに除籍されて
いる場合は、その生存配偶者のみから
届出ができます。

住所が別であっても、
同じ戸籍にあれば
その方の本籍も変更となります。


